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当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡先 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っています。 

 

・お取引のある本支店 

または 

・お客様相談室 電話番号 03-4216-1265 

 

受付時間：月曜日～金曜日 ９時００分～１７時００分（祝日（振替休日を含む）、年末年始（１２月

31 日～１月 3 日）を除く） 

 

金融 ADR 制度のご案内（指定紛争解決機関） 

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・

迅速な解決を目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定

紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利

用することができます。 

住 所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号：0120-64-5005（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 

受付時間：月曜日～金曜日 ９時００分～１７時００分（祝日（振替休日を含む）、年末年始（１２月

31 日～１月 3 日）を除く） 

 

【ＦＩＮＭＡＣ(フィンマック)とは】 

法律に基づく公的な７団体(日本証券業協会・(一社)投資信託協会・(一社)日本投資顧問業協会・(一社)金融先

物取引業協会・（一社）第二種金融商品取引業協会・（一社）日本暗号資産取引業協会・（一社）日本 STO 協会)

が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債券・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・

証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。あっせん手続実施者(あっせん委

員)は、公正・中立な立場の弁護士が担当します。 

 

商 号 等 

日産証券株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 131 号 

商品先物取引業者 

本 店 所 在 地 〒104-0061 東京都中央区銀座 6 丁目 10 番 1 号 GINZA SIX 

加 入 協 会 日本証券業協会・(一社)金融先物取引業協会 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ） 

資 本 金 15 億円（平成 30 年 3 月現在） 

主 な 事 業 金融商品取引業・商品先物取引業 

設 立 年 月 昭和 23 年 1 月 



 

 

 

商品関連市場デリバティブ取引に係るご注意 

 

○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができる 

ことから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性

を有しています。また、その損失は、差入れた証拠金額の

額を上回る場合があります。 

 

○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきます 

ようお願いいたします。 

 

○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきまし 

ては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引につ

いてのトラブル等は、以下のＡＤＲ（注）機関における苦情

処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。 

 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

電話番号 0120-64-5005 （フリーダイヤル） 

 

 

（注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする 

紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。 
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勧誘方針 

（金融商品取引／対面取引） 

 

 

当社では、お客様からの厚い信頼にお応えするため、法令・諸規則の遵守は勿論のこと、お客様の意向と

実情に基づいた誠実かつ公正な業務運営に日々努め、対面取引における投資勧誘にあたっては、以下の

方針に則り適正な勧誘を行ってまいります。  

 

１． 当社の対面取引は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記

載した「顧客カード」を備え置き、投資経験、投資目的、資力等を十分把握したうえ、お客様の意向

と実情に適合した投資勧誘に努めます。 

 

２． 当社の対面取引は、お客様に商品を勧誘するにあたっては、お客様の知識、経験等に照らし、商品内

容やリスク内容等の適正な説明に努めます。 

 

３． 当社の対面取引は、お客様に投資勧誘を行うにあたっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、

法令諸規則を遵守し、かつ合理的な根拠に基づいたお客様本位の投資勧誘に徹します。 

 

４． 当社の対面取引は、お客様にとってご迷惑となる時間帯での電話や訪問による勧誘は行いません。

勧誘に際しご迷惑となるような場合は、その旨を担当者までお申し付けください。 

 

５． 当社は、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。 

 

６． 当社は、お客様にとってわかりやすい適切な表示・案内を行うよう努めます。 

 

７． 当社は、役職員に対し十分な研修を行い、知識、技能の向上及び自己研鑽に努めます。 

 

８． 当社は、不適切な勧誘が行われないよう、内部管理体制の強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2019/1/31） 
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プライバシーポリシー 

 

 

第１章 個人情報等保護宣言 

 

当社は、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取組み方針とし

て、次のとおり、個人情報等保護宣言を策定し、公表します。 

 

１．関係法令等の遵守 

   当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護

団体の指針並びにこの個人情報等保護宣言を遵守します。 

 

２．利用目的  

   当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目

的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報等を取り扱います。個人番号については、法令で定めら

れた範囲内でのみ取り扱います。 

なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等

に掲載します。 

 

３．安全管理措置 

   当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報

等の漏えい等を防止するため、下記のとおり安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の

適切な監督を行います。 

【基本方針の策定】 

・個人データの適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等の遵守、質問及び苦情処理

の窓口等についての基本方針を策定しています。 

【個人データの取扱いに係る規律の整備】 

・取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信、削除・廃棄の各段階ごとに、取扱方法、責

任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。 

【組織的安全管理措置】 

・各部署ごとに個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う

従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している

事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。 

・個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、社内監査を実施してい

ます。 

【人的安全管理措置】 

・個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。 

・個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。 
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【物理的安全管理措置】 

・個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講

じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人デー

タが判明しないよう措置を実施しています。 

【技術的安全管理措置】 

・アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定していま

す。 

・個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護

する仕組みを導入しています。 

【外的環境の把握】 

・個人データを外国で保管する場合は、当該国における個人情報の保護に関する制度を把握した

上で安全管理措置を実施致します。 

 

４．継続的改善 

   当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続

的な改善に努めます。 

 

５．開示等のご請求手続き 

   当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止、第三者提供記

録の開示等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速

な回答に努めます。 

なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無に

ついて回答します。 

 

６．お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き 

当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者

を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する

情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご

請求いただけます。 

また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべき

こととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）を継続的に講ずるために必

要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とさ

れていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。 

① 当該第三者における体制整備の方法 

② 当該第三者が実施する相当措置の概要 

③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのあ

る制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度 

④ 当該外国の名称 
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⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びそ

の概要 

⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要 

⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要 

 

７．ご質問・ご意見・苦情等  

   当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対

応に努めます。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店又は次の窓口まで、書面等によりお申し出

ください。 

○ 日産証券株式会社 

代表者：代表取締役社長 二家 英彰 

〒104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1 GINZA SIX 

お客様相談室 

電話番号：03-4216-1265   

E-mail：compliance@nissan-sec.co.jp 

 

８．認定個人情報保護団体  

   当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会及び一

般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。同協会の下記窓口では、協会員の個人情報、仮名加工

情報及び匿名加工情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしています。 

 

【苦情・相談窓口】 

○ 日本証券業協会 (https://www.jsda.or.jp/privacy/index.html)  

個人情報相談室 

電話番号：03-6665-6784 

○ 一般社団法人金融先物取引業協会 (https://www.ffaj.or.jp/privacy-association/) 

個人情報苦情相談室 

電話番号：03-5280-0881 

 

 

第２章 個人情報等の主な取得元及び外部委託している主な業務について 

 

１．個人情報等の主な取得元 

   当社が取得する個人情報等の取得元には以下のようなものがあります。 

ⅰ．口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報 

ⅱ．会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表され

た情報 

ⅲ．商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報（※当社の本・支店、営業所又は当
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社受付窓口へのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を

目的として、通話録音を行います。） 

※ 当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」「個人情報の保護に関する法律につ

いてのガイドライン（通則編）」に定義される機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報並びに労働

組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報）については、法令等により認められる場合

を除き、取得、利用又は第三者提供を行いません。 

 

２．外部委託をしている主な業務  

   当社は業務の一部を外部委託します。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている

業務には以下のようなものがあります。 

ⅰ．お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務 

ⅱ．法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務 

ⅲ．情報システムの運用・保守に関する業務 

ⅳ．金融商品取引仲介業務の委託 

ⅴ．商品先物取引仲介業務の委託 

ⅵ．業務に関する帳簿書類を保管する業務 

 

 

第３章 お客様の個人情報等の利用目的 

 

当社は、お客様の個人情報等について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱

います。 

 

１．事業内容 

金融商品取引業、商品先物取引業、金融商品取引業及び商品先物取引業付随業務、その他金融商品

取引法及び商品先物取引法により営むことができる業務並びにこれらに付随する業務（今後取扱い

が認められる業務を含む） 

 

２．利用目的 

ⅰ．金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため（金融商

品取引業者が営むことができる兼業業務・付随業務を含む。以下同じ。） 

ⅱ．商品先物取引法に基づく商品先物取引の勧誘・販売、サービスの案内を行うため（商品先物取引

業者が営むことができる兼業業務・付随業務を含む。以下同じ。） 

ⅲ．当社又は関連会社、提携会社の金融商品及び商品先物取引の勧誘・販売、サービスの案内を行う

ため 

ⅳ．適合性の原則に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため 

ⅴ．お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため 

ⅵ．お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため 
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ⅶ．お客様との取引に関する事務を行うため 

ⅷ．お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

ⅸ．市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による取扱商品やサービスの研究や開発の

ため 

ⅹ．他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託され

た当該業務を適切に遂行するため 

ⅺ．その他、お客様とのお取引を円滑に履行するため 

ⅻ．前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引又は商品先物取引に関す

る口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引又は商品先物取引に関する法定書類の作成・

提出事務」並びに「地金売却に係る法定書類の作成・提出事務」に限り利用します。 

 

３．「個人情報の保護に関する法律」並びに「金融商品取引業に関する内閣府令」等により、人種、信条、

門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運

営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。 

 

 

第４章 個人情報等の共同利用について 

 

当社は、グループ企業を通じて総合的なサービスを提供するため、個人データ（氏名、住所、電話番号、

生年月日、職種、資産状況、取引履歴等の項目）を、お客様の個人情報等の利用目的の範囲内で、グルー

プ内各社と共同利用します。グループ各社については、ホームページに掲載しています。 

 

【共同利用する個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所、代表者の氏名】 

○ 日産証券株式会社 

代表者：代表取締役社長 二家 英彰 

所在地：東京都中央区銀座 6-10-1 GINZA SIX 

 

 

第５章 お客様の個人情報等開示等の手続き 

 

当社は、お客様の個人情報等について、次の方法で開示します。 

 

１．保有個人情報等における開示等の手続きについて 

当社では、個人情報等の保護に関する関係諸法令に基づき、当社所定の申請書にて、保有個人デー

タの開示・変更等・利用停止等の求めがあった場合には、お客様ご本人からの求めであることを確認

させていただいた上で、適切な対応をさせていただきます。なお、開示の求めに対しては所定の手数

料（開示請求 1 件につき 1,100 円（税込）。振込手数料等の費用は、請求されるお客様のご負担と

させていただきます。）がかかります。所定の申請書やお手続きの詳細等は、当社の本・支店、営業
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所又は当社受付窓口にお問い合わせください。 

 

２．回答や回答方法について 

   所定の申請書にて開示等のお求めがあった場合には、法令に基づき開示を要しないとされている

場合等を除き、お客様のご要望に合わせた開示方法（書面・電磁的提供）にて回答します。また、訂

正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者提供の停止等のお申し出に関しては、当社で事実関係を

調査のうえ、適切に対応します。なお、回答、あるいは、お申し出内容の対応までに相応の時間を要

する場合や、開示等の一部、ないしは全部に応じることができない場合もありますので、ご了承くだ

さい。 

 

３．開示等の求めに関して取得した個人情報等の利用目的 

   開示等の求めに伴い取得した個人情報等は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2024 年 9 月２日現在） 
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保護預り約款（商品関連市場デリバティブ取引） 

 

 

  （この約款の趣旨） 

第 １ 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするため

に定められるものです。 

 

  （保護預り証券） 

第 ２ 条 当社は、金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第２条第１項各号に掲げる証券に

ついて、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしない

ことがあります。 

２ 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所

及び決済会社が定めるところによりお預りします。 

３ この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。 

 

  （保護預り証券の保管方法及び保管場所） 

第 ３ 条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の２に定める分別管理に関する規定に従って

次のとおりお預りします。 

① 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。 

② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して

保管します。 

③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお

申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。 

④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。 

 

  （混合保管等に関する同意事項） 

第 ４ 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたもの

として取り扱います。 

① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得

すること。 

② 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又は

ご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。 

 

  （混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い） 

第 ５ 条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の

決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。 
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（共通番号の届出） 

第 ６ 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下

「番号法」といいます。）その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号（番号法

第２条第５項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。）の通知を受けた

ときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。

その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 

 

（当社への届出事項） 

第 ６ 条の２ 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生

年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、

生年月日、共通番号等とします。 

２ お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及

び投資証券（以下第 23 条を除き「株券等」といいます。）に係る名義書換の制限が行われている場合

の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出い

ただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。 

 

（保護預り証券の口座処理） 

第 ７ 条 保護預り証券は、有価証券関連業及び商品関連市場デリバティブ関連業ごとにお預りします。 

２ 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は

他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行った

ときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときに

その証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない

日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 

 

（担保にかかる処理） 

第 ８ 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定に

ついてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。 

 

（お客様への連絡事項） 

第 ９ 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 

① 名義書換又は提供を要する場合には、その期日 

② 混合保管中の債券について第５条の規定に基づき決定された償還額 

③ 最終償還期限 

④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書

による報告 

２ 残高照合のためのご報告は、１年に１回（信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合に

は２回）以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところに

より四半期に１回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があ
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るときは、すみやかに当社の考査部に直接ご連絡ください。 

３ 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家（金商法第２条第31項に規定する特定投

資家（同法第34条の２第５項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34

条の３第４項（同法第34条の４第６項において準用する場合を含みます。）の規定により特定投資家

とみなされる者を含みます。）をいいます。）である場合であって、お客様からの前項に定める残高照

合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社

が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 

４ 当社は、第２項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されている

ものについては、第２項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 

① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 

② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 

 

（名義書換等の手続きの代行等） 

第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約

権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行しま

す。 

２ 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。 

 

（償還金等の代理受領） 

第 11 条 保護預り証券の償還金（混合保管中の債券について第５条の規定に基づき決定された償還

金を含みます。以下同じ。）又は利金（分配金を含みます。以下同じ。）の支払いがあるときは、当社

が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 

 

（保護預り証券の返還） 

第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。 

 

（保護預り証券の返還に準ずる取扱い） 

第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものと

して取り扱います。 

① 保護預り証券を売却される場合 

② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合 

③ 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合 

 

（届出事項の変更手続き） 

第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手

続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カ

ード」等をご提示願うこと等があります。 

２ 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の
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返還のご請求には応じません。 

 

（保護預り管理料） 

第 15 条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後１年を経過するごとに所定の料

金をいただくことがあります。 

2  当社は前項の場合、売却代金等の預り金又は MRF の残高があるときは、そこから充当することがあ

ります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じられないことがあ

ります。 

 

（解   約） 

第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 

① お客様から解約のお申出があった場合 

② 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合（融資等の契約に基

づき担保が設定されている場合を除く） 

③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申

し出たとき 

④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、

当社が解約を申し出た場合 

⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続し

がたいと認めて、解約を申し出たとき 

⑥ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 

 

（解約時の取扱い） 

第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を

行います。 

２ 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の

ご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。 

 

（公示催告等の調査等の免除） 

第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る

喪失登録等についての調査及びご通知はしません。 

 

（緊急措置） 

第 18 条の２ 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等

緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 

 

（免 責 事 項） 

第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 
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① 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証

券をご返還した場合 

② 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご

返還しなかった場合 

③ 第９条第１項第１号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きに

つきご依頼がなかった場合 

④ お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合 

⑤ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合 

 

（振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意） 

第 20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。平

成 21 年１月５日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法

律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「振替法」といいま

す。）が施行されております。以下同じ。）に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として

取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじ

めお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座

の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、

当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の

交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。 

 

（特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意） 

第 21 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特

例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債（以下「特例社

債等」といいます。）に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等

に基づきお客様に求められている第１号及び第２号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並び

に第３号から第５号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

① 社振法附則第 14 条（同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を

含みます。）において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 

② その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等（社振法に基づく振替制度へ

移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。） 

③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと 

④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座（自己口）を経由して行う場合

があること 

⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の

関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理する

こと 
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（特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意） 

第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例

投資信託受益権（既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約

款の変更が行われたもの）に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の

第１号から第５号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

① 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又

は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き

等（受益証券の提出など）を投資信託委託会社が代理して行うこと 

② 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制

度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること 

③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと 

④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座（自己口）を経由して行う場合

があること 

⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法

その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により

管理すること 

 

（振替法の施行に伴う手続き等に関する同意） 

第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のう

ち、「株券等の保管及び振替に関する法律」（以下「保振法」といいます。平成 21 年１月５日から廃止

されております。以下同じ。）第２条に規定する株券等（振替法に基づく振替制度に移行しない新株予

約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。）に該当するものについて、次の第１号から第 13

号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

① 振替法の施行日（平成 21 年１月５日。以下「施行日」といいます。）の 2 週間前の日から施行

日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。 

② 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。 

③ 施行日の１月前の日から施行日の２週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管して

いるお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知

すること。 

④ 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報（氏名

又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他

機構が定める事項。以下同じ。）を機構に通知すること。 

⑤ 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報（生年月日を除きます。）の内容は、機構を通じて、

お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場

合があること。 

⑥ お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれて

いる場合には、第 4 号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知

すること。 
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⑦ 当社が第 4 号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた

実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。 

⑧ 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債（施行日において、保振法に規定する顧客口座簿

に記載又は記録されていたものに限ります。）について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、

お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を

当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱

うこと。 

イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 

ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 

ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところ

により当該申請を取り次ぐこと。 

ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施

行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみ

なすこと。 

ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 4 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期

日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。 

⑨ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券（施行

日前日に機構が保管振替機関（保振法第２条第２項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。）

として取扱うものに限ります。）に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又

は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座

簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 

⑩ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券（施

行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。）に係る優先出資の質権者として保振

法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、

当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項

等を記載又は記録すること。 

⑪ 発行者に対する前２号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、

当社が代わって行うこと。 

⑫ 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 

⑬ 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の

関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理する

こと。 

 

（この約款の変更） 

第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条

の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効

力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法によ

り周知します。 
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（有価証券以外への準用） 

第 25 条 本約款における「保護預り証券」の規定は、本約款第３条及び第４条を除き、金商法第２

条第８項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券又は証書の預託を受ける場合に

ついて、それぞれ準用します。この場合、「有価証券」を「金商法第２条第８項第16号に規定する寄

託された商品に関して発行された証券又は証書」と読み替えるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2020 年 7 月 27 日現在） 
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「電子交付サービス」取扱約款（商品デリバティブ取引） 

 

 

第１条 約款の趣旨 

この約款は、当社が金融商品取引法等に定められた書面等の交付等に代えて、当該書面に記載すべき

事項を電子情報処理組織（当社が使用する電子計算機とお客様が使用する電子計算機とを電気通信回線

等で接続した電子情報処理組織をいいます。）を使用する方法その他の情報通信技術を使用する方法に

より、本約款第2条の対象書面の交付・同意の記録をお客様に提供する電子交付サービスについて、お

客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 

 

第２条 対象書面 

電子交付サービスの対象書面（以下「対象書面」という）は、以下の①及び②の書面とします。な

お、対象書面の取扱いについてお客様にご連絡無く変更する事がございます。 

① 法令・諸規則等により、お客様に交付等を行う書面（取引報告書兼証拠金受領書兼適格請求書等

（当社が記載事項について説明を行う書面）を含みます。以下「法定交付書面」という。）につい

て、法令・諸規則等により電子交付サービスによる提供が認められている書面の中から当社が選定し

た書面。 

② 法定交付書面以外について、当社が選定した書面。 

 

第３条 お申込方法 

当社が別途定める書面により、電子交付の申込書にて申込むものとします。電子交付サービスに関す

る契約は、当社がお客様の当該お申込を承諾したときに成立するものとします。 

なお、お客様はこの約款に基づく対象書面について、電子交付サービスを包括的に申込むものとします。 

 

第４条 対象書面の交付 

電子交付サービスによる対象書面の交付は、ＰＤＦ形式又はＨＴＭＬ形式により記載事項を掲載する

ことにより、紙媒体による書面の交付に代えるものとします。 

当社は、お客様の取引により対象書面を新たに掲載した場合は、お客様が指定したメールアドレスに

新たな対象書面を掲載した旨を通知するものとします。（お客様が、新たに掲載された対象書面の閲覧

等を行ったことを当社が確認している場合は、当該通知を行わない場合があります。） 

また、お客様は、当社が提供するＰＤＦファイルの閲覧及び印刷を行うことができるＰＤＦ閲覧ソフ

トを使用するものとします。対象書面は、電子交付サービスに掲載した日から少なくとも5年間（法定

交付書面のみ）、閲覧及びダウンロード並びにプリンター等による紙媒体への出力を可能とし、当社か

らお客様への紙媒体による対象書面の交付は停止します。 

 

第５条 対象書面の受入れ 

電子交付サービスによる対象書面の受入れは、お客様の同意等に関する記載事項を掲載する場合にお

いて、お客様が当該書面に係るお客様の同意等に関する記載事項を電子交付サービスにて記録すること



17 

 

により、紙媒体による書面の受入れに代えるものとします。 

 

第６条 電子交付サービスの変更 

当社は、対象書面の取扱いについてお客様にご連絡無く対象書面の交付方法及び形式等を変更するこ

とができるものとします。 

 

第７条 電子交付サービスの停止 

当社は、お客様にあらかじめ通知することなく、電子情報処理組織の緊急点検の必要性又はその他の

合理的理由に基づき、電子交付サービスの全部又は一部のサービスを停止することがあります。 

 

第８条 交付の通知 

電磁的方法による交付の通知は、当社に届け出た電子メールアドレスを使用するものとします。 

 

第９条 対象書面の郵送交付 

法令・諸規則の変更・監督官庁の指示又は当社が必要と認めた場合、対象書面（既に掲載済みの対象

書面を含みます。）を郵送等により交付することがあります。また、この場合、郵送等により交付した

対象書面について、事後的に電子交付サービスによる提供を行わない場合があります。 

 

第１０条 届出事項の変更 

お客様は、電子交付サービスの申込内容に変更があった場合には、当社所定の手続きにより当該変更

内容について、速やかに当社に届け出るものとします。 

 

第１１条 契約の解除 

次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、電子交付サービスの契約は解除されるものとします。ま

た、当該契約が解除され、お客様から電子交付サービスによる対象書面の掲載を中止する旨の指図があ

った場合、電子交付サービスに掲載している対象書面の掲載を中止します。 

（1）お客様が当社所定の方法により電子交付サービスの利用中止の申し出を行い、当社がこれを確認

した場合。 

（２）次に掲げるいずれかの事由により、当社が電子交付サービスの契約の解除を申し出た場合。（電

子交付サービスに掲載している対象書面について、紙媒体等による交付を行い、対象書面の掲載を中止

する場合があります。） 

①お客様が当社への届出事項等につき虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。 

②お客様がこの約款に違反した場合。 

③お客様が電子交付サービスによる閲覧等を行えない状況にあると当社が判断した場合。 

④お客様の電子交付サービスのご利用が不適当であると当社が判断した場合。 

⑤当社の都合等により、電子交付サービスの提供を終了する場合。 

⑥その他、やむを得ない事由がある場合。 
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第１２条 免責事項 

当社は、次に掲げる事由により生じるお客様の損害について、免責されるものとします。 

①通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害、瑕疵及びこれらを通じた情報伝

達システム等の障害、瑕疵等により電子交付サービスを利用できなくなったことにより生じた損

害。 

②天変地異、政変、同盟罷業等の不可抗力、その他当社の責めに帰することができない事由により電

子交付サービスの提供が遅延又は不能となったことにより生じた損害。 

③第６条に基づく変更により生じた損害。 

④第７条に基づく停止により生じた損害。 

⑤第9条に基づく郵送交付により生じた損害。 

⑥第10条に基づく変更の遅延等により生じた損害。 

⑦お客様がＩＤ・パスワード等の管理を怠ったことに起因する電子交付サービス内容の漏洩等により

生じた損害。 

⑧電子交付サービスにより提供した対象書面の内容について、お客様の誤認、未確認等により生じた損

害。 

 

第１３条 準拠法・合意管轄 

この約款に関する準拠法令は日本国内法とします。お客様と当社との電子交付サービスに関する訴訟

については、当社の本店又はお客様の取扱店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を

指定することができるものとします。 

 

第１4条 約款の変更 

この約款は、法令の変更・監督官庁の指示又は当社が必要と認めた場合は、お客様に通知することな

く変更することがあります。 
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商品先物、オプション取引の契約締結前交付書面 

（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。） 

 

 

この書面には、金融商品取引法第２条第８項第１号に規定する商品関連市場デリバティ

ブ取引として行われる商品先物取引及び商品先物オプション取引を行っていただく上での

リスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お

取引開始前にご確認ください。 

 

◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた

約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対

売買（買方の場合は転売、売方の場合は買戻し）を行うことで、契約を解消することも

可能です。 

◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その

時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利（コールオプショ

ン）又は売る権利（プットオプション）を売買する取引です。ただし、期日まで待たず

に、転売又は買戻しを行うことも可能です。 

◯ 受渡決済型商品先物取引は、貴金属やゴム、農産物等（金融商品取引法施行令第１条の

17 の２の規定に基づき金融庁長官が指定する商品）を対象商品としたものであり、期

日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は現物商品の現渡し・

現引きによって決済が行われます。 

◯ 現金決済型商品先物取引（ミニ商品先物取引を含む。以下同じ。）は、金や白金、CME 

Group Petroleum Index（以下「CME 原油等指数」という。）を対象商品・指数とし

ており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、契約時の約定値段と

最終清算数値（金融商品取引所が定める特別な数値。以下同じ。）の差額を受払いすることで、

差金決済が行われます。 

◯ 限日商品先物取引は、金と白金を対象商品としており、同一取引日中に反対売買によっ

て決済されなかった場合には、その建玉は自動的に持ち越されます。 

◯ 商品先物オプション取引は、金標準先物取引の価格を取引対象としており、期日までに

反対売買によって決済されなかった場合には、権利行使価格とオプション清算数値の差

額を受払いすることで、差金決済が行われます。 

◯ 商品先物取引及び商品先物オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、

多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合

又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、

投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にの

み、自己の責任において行うことが肝要です。 

手数料など諸費用について 
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 商品先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙に記載の料率、額及び方法により

取引手数料をいただきます。 

 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。 

 

証拠金について 

 商品先物取引及び商品先物オプション取引（売建て）を行うにあたっては、別紙に記載

の証拠金（後段３．(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券や倉荷証券（以下、「代用

有価証券等」といいます。）により代用することが可能です。）を担保として差し入れ又

は預託していただきます。（当社においては、原則、代用有価証券等（有価証券に限る）

はお受けしておりません。）また、祝日等における取引の事前割増証拠金について㈱日

本証券クリアリング機構が定める先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規

則第９条の２に定める取引証拠金の事前割増額のうち、私の先物・オプション取引に起

因する額として日本証券クリアリング機構が定める額が、同第５条の２に規定する私の

区分口座における私の証拠金所要額に加算されること及び同第９条の２第４項に基づ

き、弊社が当該額を私の取引証拠金としてクリアリング機構に預託します。 

 証拠金の額は、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて VaR 方式

により計算されますので、商品先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、

常に一定ではありません。 

※ VaR 方式とは、Value at Risk 方式の略であり、特定のポジションを一定期間保有すると仮定

した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を

計算する方法です。 

 

商品先物取引のリスクについて 

 商品先物の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が

発生することがあります。また、商品先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回

る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有していま

す。したがって、商品先物取引の開始にあたっては､下記の内容を十分に把握する必要が

あります。 

 

・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分

又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されま

せん。 

 

・ 商品先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したとき

は、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。 

 

・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその

他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は
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全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責

任を負うことになります。 

 

・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品

取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上

げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのた

め､証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場

合があります。 

 

・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、

市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、そ

れができない場合があります。 

 

・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その

場合､１日の損失が予想を上回ることもあります。 

 

 

商品先物オプション取引のリスクについて 

 商品先物オプションの価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これ

により損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限が

ありますので留意が必要です。また、商品先物オプションは、市場価格が現実の商品の

価格に応じて変動しますので､その変動率は現実の商品の価格に比べて大きくなる傾向が

あり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品

先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要がありま

す。 

 

・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、

市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、そ

れができない場合があります。 

 

・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その

場合､１日の損失が予想を上回ることもあります。 

 

＜商品先物オプションの買方特有のリスク＞ 

・ 商品先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わな

い場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになりま

す。 
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＜商品先物オプションの売方特有のリスク＞ 

・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変

化したときの損失が限定されていません。 

 

・ 売方は、商品先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しな

ければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生

した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。 

 

・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその

他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は

全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責

任を負うことになります。 

 

・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品

取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上

げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのた

め､証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場

合があります。 

 

・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。

すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清算

数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。 

 

商品先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 

・ 商品先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用

はありません。 

 

 

 

商品先物取引及び商品先物オプション取引の仕組みについて 

 

１．商品先物取引の仕組みについて 

 

 商品先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。 

 

○ 取引の方法 

(1) 取引対象 

取引対象は、貴金属（金、銀、白金等）、ゴム（RSS、TSR 等）、農産物（とうもろこし等）、CME
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原油等指数といった金融商品取引所が業務規程等に定めた商品・指数となります。 

 

(2) 取引の期限 

 

a 金標準、銀、白金標準及びパラジウム先物取引 

２月、４月、６月、８月、１０月、１２月の最終営業日（ただし、12 月は 28 日（休業日又は

１２月の最終営業日に当たるときは、順次繰り上げます。）とします。）を受渡決済期日とする取引

（以下「限月取引」といいます。）に区分して行います。 

各限月取引は、受渡決済期日から起算して４営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新し

い限月取引が開始されます。 

b 金ミニ及び白金ミニ先物取引 

２月、４月、６月、８月、１０月、１２月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区

分して行います。 

各限月取引は、標準取引の取引最終日の前営業日を取引最終日とし、その翌々営業日から新しい

限月取引が開始されます。 

c 金及び白金限日先物取引  

取引日の立会時間において成立し、又は取引日の立会終了時におけるロールオーバー により発

生し、転売若しくは買戻し又はロールオーバーにより消滅する取引（以下、「限日取引」といいま

す。）に区分して行います。 

d ゴム（RSS）先物取引 

毎月の最終営業日（ただし、12 月は 28 日（休業日又は１２月の最終営業日に当たるときは、

順次繰り上げます。）とします。）を受渡決済期日とする取引に区分して行います。 

各限月取引は、受渡決済期日から起算して５営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新し

い限月取引が開始されます。 

e ゴム（TSR）先物取引  

毎月の船積完了日から起算して 9 営業日後を受渡決済期日とする取引に区分して行います。た

だし、当限月の第 10 営業日から当限月の翌月の 15 日までに受渡品の船積を完了させるものと

します。 

各限月取引は、当限月の前月最終営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が

開始されます。 

f とうもろこし先物取引 

1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の 1 日から末日までのうち、当該最初の荷受渡予定日の

前営業日を受渡決済期日とする取引に区分して行います。 

各限月取引は、当限月の前月の 15 日を取引最終日（休業日に当たる場合は順次繰り上げます。）

とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。 

g 一般大豆先物取引 

２月、４月、６月、８月、１０月、１２月の 15 日（休業日に当たる場合は順次繰り上げます。）

の 3 営業日後の日から当限月の最終営業日（ただし、12 月にあっては、最終営業日から起算して
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4 営業日前の日）までのうち、渡方が指定した営業日を受渡決済期間とする取引に区分して行い

ます。 

各限月取引は、当限月の 15 日（休業日に当たる場合は順次繰り上げます。）を取引最終日とし、

その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。 

h 小豆先物取引 

毎月の最終営業日の前日（ただし、12 月は 24 日（休業日に当たる場合は順次繰り上げます。））

を受渡決済期日とする取引に区分して行います。各限月取引は、受渡決済期日から起算して 3 営

業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。 

  i   CME 原油等指数先物取引 

    毎月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区分して行います。 

各限月取引は、当限月の第一営業日（米国における当該日が CME 原油等指数が算出されない日

に当たる場合は、順次繰り下げます。）を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開

始されます。 

 

(3) 日中取引終了後の取引 

商品先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、日中取引終了後にもセッションが設けら

れており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗い

や証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日の日中取引分と併せて（取引日ごとに）行い

ます。 

 

(4) 祝日等における取引 

大阪取引所では、同取引所の定める一部の休業日（祝日等）においても、商品先物取引を行うことが

可能です。祝日等に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、前日の日中取引終了後

に設けられているセッションの取引分及び翌日の日中取引分と併せて（取引日ごとに）行います。 

当社の祝日等における取引可能日は、同取引所が「祝日取引実施日」として指定する日を踏まえて、

当社が設定いたします。「祝日取引実施日」とは、同取引所が定める休業日のうち、土曜日、日曜日及

び１月１日を除外して、同取引所が定める日を指します。 

実際の祝日等における取引可能日は、その年により異なり、当社の祝日等における取引可能日が「祝

日取引実施日」と異なる場合がありますので、詳細は日本取引所グループのウェブページ等にてご確認

ください。 

 

(5) ストラテジー取引 

 商品先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の商品先物取引の売付け又は買付けを

同時に行う取引（ストラテジー取引）ができます。（対面取引ではストラテジー取引は行っておりませ

ん。） 

 

(6) 制限値幅 

商品先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段
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から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅（１日に変動し得る値幅）を設けてい

ます。 

金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。 

 

(7) 取引の一時中断 

 商品先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、一部の取引を除き、取引を一時

中断する制度（サーキットブレーカー制度）が設けられています。 

 

(8) 取引規制 

 金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のよ

うな規制措置が取られることがあります。 

ａ．制限値幅の縮小 

ｂ．証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ 

ｃ．証拠金額の引上げ 

ｄ．証拠金の有価証券による代用の制限 

ｅ．証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ 

ｆ．商品先物取引の制限又は禁止 

ｇ．建玉制限 

 

○ 決済の方法 

(1)転売又は買戻しによる決済（反対売買による決済） 

 商品先物取引について、買建玉（又は売建玉）を保有する投資者は、取引最終日までに転売（又は

買戻し）を行い、新規の買付け（又は売付け）を行ったときの約定数値と転売（又は買戻し）を行った

ときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。 

（注）ただし、金融商品取引業者に申告を行うことによって、転売又は買戻しによらずに建玉を決済

させることができますが、当社において当該方法は取り扱っておりません。 

 

(2) 現物商品の現渡し・現引きによる決済 

 受渡決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、現

物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。ただし、現物商品の現渡しができるのは適格請

求書（所謂「インボイス」）を発行できる適格請求書発行事業者に限られますので、適格請求書発行事

業者ではない投資者が売建玉を保有する場合は、買戻しにより決済しなければなりません。 

※ 適格請求書とは仕入税額控除を受けるために必要な事項を記載した請求書のことをいいます。適

格請求書を発行するためには、予め税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録を

受ける必要がありますが、登録を受けるためには課税事業者であることが条件になっています。 

 

(3) 最終清算数値による決済（最終決済） 

 現金決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規
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の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と最終清算数値との差に相当する金銭を授受することによ

り決済されます。 

 

２．商品先物オプション取引の仕組みについて 

 

 商品先物オプション取引には、金先物オプション取引があり、金融商品取引所が定める規則に従って行

います。 

 

○ 取引の方法 

(1) 取引の対象 

取引の対象は次の２種類とします。 

ａ 商品先物プットオプション 

対象商品の価格が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じ

て得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利 

ｂ 商品先物コールオプション 

対象商品の価格が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じ

て得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利 

 

(2) 取引の期限 

原資産の取引最終日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げます。)を取引最終日(休業日

に当たるときは、順次繰り上げます。)とし、原資産の取引開始日の翌日（休業日に当たるときは、

順次繰り下げます。）から新しい限月取引が開始されます。 

 

(3) 日中取引終了後の取引 

商品先物オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後

の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託など

は、当該セッションの翌日の日中取引分と併せて（取引日ごとに）行います。 

 

(4) 祝日等における取引 

大阪取引所では、同取引所の定める一部の休業日（祝日等）においても、商品先物オプション取引

を行うことが可能です。祝日等に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、前日の

日中取引終了後に設けられているセッションの取引分及び翌日の日中取引分と併せて（取引日ごと

に）行います。 

当社の祝日等における取引可能日は、同取引所が「祝日取引実施日」として指定する日を踏まえ

て、当社が設定いたします。「祝日取引実施日」とは、同取引所が定める休業日のうち、土曜日、日

曜日及び１月１日を除外して、同取引所が定める日を指します。 

実際の祝日等における取引可能日は、その年により異なり、当社の祝日等における取引可能日が

「祝日取引実施日」と異なる場合がありますので、詳細は日本取引所グループのウェブページ等にて
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ご確認ください。 

 

(5) ストラテジー取引 

金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引

（ストラテジー取引）ができます。（対面取引ではストラテジー取引は行っておりません。） 

 

(6) 制限値幅 

相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値

幅（１日に変動し得る値幅）を設けています。 

金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。 

 

(7) 取引の一時中断 

商品先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、商品先物取引が一時

中断されることとなっておりますが、同時に商品先物オプション取引についても取引が一時中断さ

れます。 

 

(8) 取引規制 

金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次の

ような規制措置が取られることがあります。 

ａ．制限値幅の縮小 

ｂ．証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ 

ｃ．証拠金額の引上げ 

ｄ．証拠金の有価証券による代用の制限 

ｅ．証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ 

ｆ．取引代金の決済日前における預託の受入れ 

ｇ．商品先物オプション取引の制限又は禁止 

ｈ．建玉制限 

 

○ 権利行使 

(1) 権利行使日 

商品先物オプション取引の権利行使日は、取引最終日の翌営業日のみです。 

 

(2) 権利行使の指示 

買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品

取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。 

なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から

権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただ

し、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わ
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ないことができます。 

（注） イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値

を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を

下回っている場合をいいます。 

 

(3) 権利行使の割当て 

金融商品取引清算機関（以下「清算機関」という。）は、金融商品取引業者から権利行使の申告が

あれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の

委託分とに区分して通知します。 

顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当て

ます。 

 

（金融商品取引所における商品先物取引及び商品先物オプション取引の清算機関は株式会社日本証

券クリアリング機構となっています。） 

 

○ 決済の方法 

商品先物オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の２つの方

法があります。 

 

(1) 転売又は買戻しによる決済（反対売買による決済） 

商品先物オプション取引について、買建玉（又は売建玉）を保有する投資者は、取引最終日までに

転売（又は買戻し）することにより決済することができます。 

この場合、買建玉を保有する投資者（買方）は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者（売

方）は、買付代金を支払うこととなります。 

 

(2) 権利行使による決済 

商品先物オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。こ

のとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。 

権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支

払わなければなりません。 

 

３．証拠金について 

(1) 証拠金の差入れ又は預託 

 証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、

不足額が生じた日の翌日（顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して３日目の日）まで

の金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。 

 なお、証拠金は有価証券等による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現

金で差し入れ又は預託しなければなりません。 
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✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。 

 

○ 総額の不足額 

受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額 

○ 現金不足額 

証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額 

 

ａ 証拠金所要額 

 同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②

を差し引き、③を加えて得た額となります。 

✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、金利先物取引、指数先物取

引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引を

いいます。 

 

① 想定損失相当額 

想定損失相当額は、先物・オプション取引の建玉を一定期間保有すると仮定した場合において将

来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする金額として清算機関が計

算する額です。 

② ネット・オプション価値の総額 

 ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し

引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。 

買オプション価値の総額 

：買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を１単位当たりの金額に換

算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額 

売オプション価値の総額 

：売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を１単位当たりの金額に換

算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額 

✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取

引及び商品先物オプション取引をいいます。 

✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。 

③ 取引受渡証拠金 

取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める

証拠金額です。 

✻取引受渡証拠金の算出方法及び算出期間は、対象とする商品によって異なります。 

 

ｂ 受入証拠金の総額 

 証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額＋代用有価証券の額（有価証券の時価×掛目の

合計）±顧客の現金授受予定額 



30 

 

✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。 

✻顧客の現金授受（受領又は支払）予定額 

：計算上の損益（利益又は損失）額（先物取引の相場の変動に基づく損益額－計算上の利益の払出

額）±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了して

いないオプション取引の取引代金－顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める

額 

✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の

清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座

において行っている場合には、その損益額を含みます。 

 

 なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業

者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかに

その差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は

買戻しを行い決済することができます。 

 さらに、差し入れ又は預託した証拠金（顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。）は、委

託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託（直接預託）されるか、顧客の同意があればその

全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託（差

換預託）されることとなります。その際、清算機関への預託の方法（直接預託か差換預託か）により、

「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わる

ところはありません。 

 

(2) 計算上の利益の払出し 

 計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っていると

きの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けること

ができます。 

  なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。 

※ なお、当社においては、計算上の利益の払出しは行っておりません。また、計算上の利益をもっ

て建玉を行う事も出来ませんのでご注意ください。 

 

(3) 証拠金の返還 

 当社は、顧客が商品先物・オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未

履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。 

 

４．取引参加者破綻時等の建玉の処理について 

 金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が

支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。 

 

(1) 他の取引参加者に移管する場合 
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 移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行

い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する

必要があります。 

 

(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合 

 支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することに

よって行うこととなります。 

 

(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合 

 顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。 

 

 なお、差し入れ又は預託した証拠金（顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。）は委託分の

取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、

その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受け

ることができます。 

 

先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語 

 証拠金（しょうこきん） 

 先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいま

す。 

 建玉（たてぎょく） 

 先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのう

ち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉

といいます。 

 買戻し 

 売建玉を決済する（売建玉を減じる）ために行う買付けをいいます。 

 転売 

 買建玉を決済する（買建玉を減じる）ために行う売付けをいいます。 

 限月（げんげつ） 

 取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月

が設定され、それぞれについて取引が行われます。 

 ロールオーバー 

 限日現金決済先物取引の建玉について、その建玉が存在する取引日において転売又は買戻しが行

われないときは、当該取引日を限日とする建玉が当該取引日の翌取引日の夜間立会に係る売買注文

の受付開始時の直前に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容（限日については当該取引日の直

後の取引日とします。）を有する建玉が新たに発生することをいいます。 

 オプション清算数値 

 権利行使日における限月を同一とする現物先物取引の金融商品取引所が開設する取引所金融商品



32 

 

市場における売買立会の始めの約定値段（取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄に

ついては、金融商品取引所が定める値段）をいいます。 

 

 

商品先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要 

当社における商品先物・オプション取引については、以下によります。 

 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ 

 商品先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理 

 商品先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理 

 上記のほか、取引の媒介、取次ぎ又は代理 

 

金融商品取引契約に関する租税の概要 

＜商品先物取引に関する租税の概要＞ 

個人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・ 商品先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得と

して課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等と

の損益通算が可能となります。 

法人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・ 商品先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。 

 

＜商品先物オプション取引に関する租税の概要＞ 

個人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・ 商品先物オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又

は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る

雑所得等との損益通算が可能となります。 

法人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・ 商品先物オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算

入されます。 

 

なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 

 

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第１項の規定に基づく第一種金融商品取

引業であり、当社において商品先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。 

 お取引にあたっては、あらかじめ「先物･オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、

捺印して当社に差し入れ、先物･オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物･オプ

ション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については

十分お読みいただき、その写しを保管してください。 
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 先物･オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場

合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。 

 ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。 

 ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格（指

値、成行等）、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事

項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご

提出いただく場合があります。 

 注文をしたときは、発注時に新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してく

ださい。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。 

 注文された商品先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から｢取

引報告書｣が交付されます。 

 また、商品先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確

認いただくため、及び当社との債権､債務の残高をご確認いただくために当社から毎月｢取引残高報

告書｣を郵送又は電磁的方法により交付いたします。 

 この｢取引報告書｣、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。 

 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。 
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商品先物・オプション取引お取引概要 

 

 

口座開設基準 

デリバティブ取引に相当の知識と経験を有し、当該取引の仕組みやリスクについて十分理解力が

あることとします。 

お客様の投資資金の性格が当該取引に適合したものであることとします。 

当社の基準に適合した者以外の者とは契約を締結しないものとします。 

新規口座開設時には、一定の審査が必要となります。 

 

必要証拠金額 

   次の①～③を合計した額 

   ①個人顧客 MAX 証拠金方式×150％、法人顧客 MAX 証拠金方式×120％（委託者証拠金） 

   ②取引受渡証拠金額 

   ③取引証拠金所要額割増額（IM 追加チャージ） 

   （取引に必要な証拠金額は、VaR 方式により計算された証拠金額以上の額で取引業者ごとに決定

されます。当社では、必要証拠金額（委託者証拠金額）を計算する際の建玉数量について、銘柄

ごとに売り買いの建玉数の多い方を計算対象とする、マックス（MAX）方式をもとにした MAX

証拠金方式とさせていただきます。） 

※建玉がある期間においては上記算出の金額の維持が必要です。 

※必要証拠金は、建玉の総数及び受渡に応じて必要となる証拠金の額です。 

※必要証拠金の額は、市場の状況等により適用期間中においても変更となる場合があります。 

※必要証拠金は変更する都度の適用となります。 

※総額の不足額が発生した場合には、翌営業日正午までに必要証拠金額を回復する以上の額

の現金の追加差入れまたは建玉の減玉が必要となります。なお、その場合において、MAX

証拠金×100％及び取引受渡証拠金額、取引証拠金所要額割増額の合計額を下回っている

場合には、当該合計額に達するまでの不足額については、現金の追加差入れが必要となりま

す。 

※証拠金現金不足の差入れは、翌営業日正午までに、現金不足額を回復する以上の額の現金に

て行うものとします。 

 

代用有価証券の取扱い 

   一定の場合を除き、原則不可とします。 

（代用有価証券を取扱う場合には、国内上場有価証券及び倉荷証券に限ります）。 

※お預かりする銘柄（要注意銘柄及び当社選定等による規制銘柄等）により、代用有価証券とし

て差入れできない場合があります。 
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代用有価証券の評価の方法 

上場株券：前々営業日の時価に日本証券クリアリング機構が定めた率を乗じた価格以下とします。 
（銘柄によっては個別に代用掛目が設定される場合があります。）  

倉荷証券：前々営業日の最初に取引最終日が到来する限月取引に係る清算値段に日本証券クリア

リング機構が定めた率を乗じた価格以下とします。 

 

口座管理料 

無料 

 

取扱時間 

   金融商品取引所が定める立会時間とします。 

 

取扱銘柄 

  金標準、銀、白金標準、パラジウム、金ミニ、白金ミニ、金限日、白金限日、ゴム（RSS・TSR 等）

とうもろこし、一般大豆、小豆、金先物オプション（買のみ）、CME 原油等指数先物取引 

 

決済の方法 

  ※転売又は買戻しによる決済（反対売買による決済） 

  ※現物商品の現渡し・現引き（金標準、銀、白金標準、パラジウム、ゴム（RSS・TSR 等）） 

（適格請求書等保存方式（所謂「インボイス制度」）の導入に伴い、現物商品の現渡しができるの

は適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者ではない

お客様が売建玉を保有する場合は、買戻しにより決済のみとなります。） 

  ※最終決済による決済（ミニ商品先物取引、CME 原油等指数先物取引） 

   【納会日（取引最終日）について】 

    納会日（取引最終日）の取引は日中立会終了までとなります。 

    また、新甫発会限月の取引の開始については、当月限納会日の翌営業日の日中立会からとなり

ます。 

   （1）金ミニ取引、白金ミニ取引及び CME 原油等指数先物取引の取引最終日と最終決済日の運用 

     金ミニ取引及び白金ミニ取引については、標準取引の当月限納会日の前営業日の日中立会が

終了した時点において残玉（建玉）がある場合は、最終清算数値（標準取引の当月限納会日の日

中立会始値）によりシステムで自動的に決済されます。 

   （2）金限日取引及び白金限日取引について 

     金限日取引及び白金限日取引は、納会日（取引最終日）はありません。  

（3）現物先物取引における当月限の建玉について 

お客様から当社が委託を受けた現物先物取引で、とうもろこし及び一般大豆については当月

限納会日の属する月の１日（※とうもろこしの２０２４年 1 月限以降の限月については、３限

月前の当月限納会日の属する月の１日）、それ以外の商品は１５日、（いずれも、休業日である場

合は順次繰り上げる。以下、「指示日」という。）午後４時までに決済方法について指示をしてい
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ただきます。 

     差金決済を指示された場合、又は決済方法について指示がない場合は、当該指示日以降の直

近立会において、当該建玉をお客様の計算において、転売又は買戻しにより処分させていただ

きます。 

 

 

<当限月の決済方法> 

ⅰ 当該指示日の夜間寄板合わせで成行決済注文を発注いたします。  

ⅱ 上記で約定できなかった場合、指示日が１日の銘柄は５日の日中立会まで、１５日の銘柄

は２０日の日中立会まで（休業日の場合は順次繰り上げ）の日中寄板合わせ及び夜間寄板合

わせで当社にて成行決済注文を発注いたします。  

ⅲ 上記５日及び２０日の日中立会終了時点（休業日の場合は順次繰り上げ）で建玉がある場

合には、当日の夜間立会以降にて、前営業日の帳入値段からＳＣＢの当初値幅（ＳＣＢ拡大

後には拡大値幅）を引いた価格の指値で売決済注文、又は前営業日の帳入値段にＳＣＢの当

初値幅（ＳＣＢ拡大後には拡大値幅）を加えた価格の指値で買決済注文を発注いたします。  

なお、上記（指示日１日より５日まで、又は指示日１５日より２０日まで）の間、当該建玉が

ある場合はザラバ取引中に当該建玉に対する決済注文の発注が可能です。 

 

 

手数料の徴求方法 

  取引約定の都度、別紙記載の手数料に基づき計算し、決済代金に含めて徴収します。 

 

手数料表 

  別紙記載の通り 

 

建玉制限 

  別紙記載の通り 

 

その他 

  各項目の条件を変更する場合は、当社が別に承認するものとします。 

 



委託手数料等の額
（1）委託手数料等の額は下記の通りです。
（2）貴金属の受渡手数料等は新規建玉時の約定値段に基づく委託手数料等と同額です。
（3）委託手数料等は変更することがあります。

委託手数料等の徴収方法
（1）建玉を反対売買（転売又は買戻し）により仕切ったときに、新規・仕切（往復）の委託手数料等（円未満の端数が生じた場合は
　切り捨てる。）を徴収させて頂きます。

【大阪取引所】 2024/9/12

商　品 商　品

3,800円未満 10,340円　（940円） 3,000円未満 1,320円（120円）

6,600円以上～7,000円未満 16,500円（1,500円） 3,000円以上～3,400円未満 1,408円（128円）

7,000円以上～7,400円未満 17,270円（1,570円） 3,400円以上～3,800円未満 1,496円（136円）

7,400円以上～7,800円未満 18,040円（1,640円） 3,800円以上～4,200円未満 1,584円（144円）

金 7,800円以上～8,200円未満 18,810円（1,710円） 白金限日 4,200円以上～4,600円未満 1,672円（152円）

（標準取引） 8,200円以上～8,600円未満 19,580円（1,780円） 4,600円以上～5,000円未満 1,760円（160円）

8,600円以上～ 20,350円（1,850円） 5,000円以上～ 1,848円（168円）

※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額 ※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額

（新規建玉時の約定値段に基づく） （新規建玉時の約定値段に基づく）

3,800円未満 1,144円（104円） 60円未満 3,080円（280円）

6,600円以上～7,000円未満 1,760円（160円） 80円以上～85円未満 4,180円（380円）

7,000円以上～7,400円未満 1,837円（167円） 85円以上～90円未満 4,400円（400円）

7,400円以上～7,800円未満 1,914円（174円） 90円以上～95円未満 4,620円（420円）

金ミニ 7,800円以上～8,200円未満 1,991円（181円） 銀 95円以上～100円未満 4,840円（440円）

8,200円以上～8,600円未満 2,068円（188円） 100円以上～105円未満 5,060円（460円）

8,600円以上～ 2,145円（195円） 105円以上～ 5,280円（480円）

※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額 ※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額

（新規建玉時の約定値段に基づく） （新規建玉時の約定値段に基づく）

3,800円未満 1,254円（114円） 1,400円未満 2,640円（240円）

6,600円以上～7,000円未満 1,870円（170円） 4,000円以上～4,200円未満 5,720円（520円）

7,000円以上～7,400円未満 1,947円（177円） 4,200円以上～4,400円未満 5,940円（540円）

7,400円以上～7,800円未満 2,024円（184円） 4,400円以上～4,600円未満 6,160円（560円）

金限日 7,800円以上～8,200円未満 2,101円（191円） パラジウム 4,600円以上～4,800円未満 6,380円（580円）

8,200円以上～8,600円未満 2,178円（198円） 4,800円以上～5,000円未満 6,600円（600円）

8,600円以上～ 2,255円（205円） 10,200円以上～ 12,540円（1,140円）

※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額 ※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額

（新規建玉時の約定値段に基づく） （新規建玉時の約定値段に基づく）

3,000円未満 5,060円（460円） 200円未満 2,640円（240円）

3,000円以上～3,400円未満 5,390円（490円） 200円以上～225円未満 2,860円（260円）

3,400円以上～3,800円未満 5,720円（520円） 225円以上～250円未満 3,080円（280円）

3,800円以上～4,200円未満 6,050円（550円） 250円以上～275円未満 3,300円（300円）

白金 4,200円以上～4,600円未満 6,380円（580円） ゴム 275円以上～300円未満 3,520円（320円）

（標準取引） 4,600円以上～5,000円未満 6,710円（610円） (RSS3) 300円以上～325円未満 3,740円（340円）

5,000円以上～ 7,040円（640円） 325円以上～ 3,960円（360円）

※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額 ※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額

（新規建玉時の約定値段に基づく） （新規建玉時の約定値段に基づく）

3,000円未満 1,210円（110円） 200円未満 2,640円（240円）

3,000円以上～3,400円未満 1,298円（118円） 200円以上～225円未満 2,860円（260円）

3,400円以上～3,800円未満 1,386円（126円） 225円以上～250円未満 3,080円（280円）

3,800円以上～4,200円未満 1,474円（134円） 250円以上～275円未満 3,300円（300円）

白金ミニ 4,200円以上～4,600円未満 1,562円（142円） ゴム 275円以上～300円未満 3,520円（320円）

4,600円以上～5,000円未満 1,650円（150円） (TSR20) 300円以上～325円未満 3,740円（340円）

5,000円以上～ 1,738円（158円） 325円以上～ 3,960円（360円）

※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額 ※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額

（新規建玉時の約定値段に基づく） （新規建玉時の約定値段に基づく）

委託手数料等（片道）
（内消費税相当額）

委託手数料等一覧表

　　区分
（約定値段）

委託手数料等（片道）
（内消費税相当額）

　　区分
（約定値段）

1 / 2 



【大阪取引所】

商　品 商　品

20,000円未満 2,750円（250円） 40,000円未満 2,750円（250円）

32,000円以上～36,000円未満 4,070円（370円） 40,000円以上～48,000円未満 3,080円（280円）

36,000円以上～40,000円未満 4,400円（400円） 48,000円以上～56,000円未満 3,410円（310円）

とうもろこし 40,000円以上～44,000円未満 4,730円（430円） 一般大豆 56,000円以上～64,000円未満 3,740円（340円）

44,000円以上～48,000円未満 5,060円（460円） 64,000円以上～72,000円未満 4,070円（370円）

60,000円以上～ 6,380円（580円） 72,000円以上～ 4,400円（400円）

※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額 ※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額

（新規建玉時の約定値段に基づく） （新規建玉時の約定値段に基づく）

9,000円未満 2,420円（220円） 90ポイント未満 1,210円（110円）

9,000円以上～11,000円未満 2,750円（250円） 130ポイント以上～140ポイント未満 1,760円（160円）

11,000円以上～13,000円未満 3,080円（280円） 140ポイント以上～150ポイント未満 1,870円（170円）

小豆 13,000円以上～15,000円未満 3,410円（310円） CME原油等指数 150ポイント以上～160ポイント未満 1,980円（180円）

15,000円以上～17,000円未満 3,740円（340円） 160ポイント以上～170ポイント未満 2,090円（190円）

19,000円以上～ 4,400円（400円） 170ポイント以上 2,200円（200円）

※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額 ※同一計算区域新規・仕切り売買に限り往復で上記の額

（新規建玉時の約定値段に基づく） （新規建玉時の約定値段に基づく）

委託手数料等（片道）
（内消費税相当額）

　　区分
（約定値段）

委託手数料等（片道）
（内消費税相当額）

　　区分
（約定値段）

2 / 2 



2024/9/12
日産証券株式会社

納会月 納会前月

--- 5,000

--- 50,000

--- 50,000

--- 買制限なし

500 --- 2,000

100 150 200 --- 3,500

--- 17,500

--- 17,500

10 20 40 --- 400

600 --- 10,000

1,000 --- 10,000

400 800 2,000 --- -

600 1200 3,000 --- -

50 150 300 --- -

10,000

注）1 委託者の建玉数量が既存限月の繰越しによって建玉数量の制限数量を超えることとなった場合、

当該超過玉について、第３営業日の日中立会終了時までに処分しなければなりません。この場合において、

当該委託者は、当該建玉数量以内に縮減するまで全限月について新規の建玉をすることができません。

    2 金オプションについては買いのみ取扱い可能としています。

    3 金ミニ、金限日、白金ミニ、白金限日、CME原油等指数の建玉制限は、当社規程による建玉制限です。

銀

白金

限月別の制限なし

限月別の制限なし

限月別の制限なし

300

500

限月別の制限なし

限月別の制限なし

限月別の制限なし

限月別の制限なし

各4,000枚

20 各500枚

各6,000枚

金限日*

金オプション

（売り又は買いのそれぞれにつき：枚）

第5限月 第6限月商品 --- 全限月合計

一般委託者の建玉制限（大阪取引所）

第1限月
第2限月 第3限月 第4限月

コーン

白金ミニ*

白金限日*

金

金ミニ*

CME原油等指数*

一般大豆

パラジウム

ゴム(RSS3)

ゴム(TSR20)

小豆


